
理事、監事及び評議員に対する報酬等の支給の基準を記載した書類 

（定款第８条第２項第３号の書類） 

 

 

 当法人では、理事、監事及び評議員に対する報酬等の支給の基準について、下記

の定款にて、無報酬と定めております。 

 

 

 

 

公益財団法人 消防育英会定款（抜粋） 

 

  第４章 評議員 

 （評議員に対する報酬等） 

第１３条 評議員は無報酬とする。ただし、評議員には、その職務を行うために要する費用の支払

いをすることができる。 

 

  第６章 役員 

 （役員の報酬等） 

第２９条 理事及び監事は、無報酬とする。 

２ 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。 


